
住民のための地区センターへ

地区センター
への期待の声を
聞きました

新
た
な
地
域
の
拠
点

地
区
セ
ン
タ
ー
誕
生

　

本
年
９
月
の
市
議
会
で
「
可
児
市
地
区

セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
」
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
市
内
14
カ
所
の

公
民
館
は
地
区
セ
ン
タ
ー
と
な
り
ま
す
。

よ
り
使
い
や
す
い
施
設
へ

　

市
内
の
公
民
館
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
市

民
の
皆
さ
ん
の
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
活

動
の
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
そ
の
平
均
稼
働
率
は
低
く
、
必
ず
し

も
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
状
況
で
す
。

　

そ
こ
で
市
は
公
民
館
の
有
効
活
用
を
図

る
た
め
に
、
可
児
市
社
会
教
育
委
員
な
ど

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
現
在
の
公
民
館
に
つ

い
て
の
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で

は
、「
公
民
館
は
趣
味
や
サ
ー
ク
ル
活
動

が
行
わ
れ
る
だ
け
の
堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
」「
気
軽
に
交
流
で
き
る
場
に
な
っ

て
い
な
い
」
な
ど
、
公
民
館
の
改
善
を
求

め
る
声
が
上
が
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

意
見
を
参
考
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
幅
広

い
活
動
に
使
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
地
区

セ
ン
タ
ー
へ
移
行
し
ま
す
。

地
域
の
特
色
を
生
か
せ
る
施
設
へ

　

地
区
セ
ン
タ
ー
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、

公
民
館
を
利
用
す
る
際
の
多
く
の
制
限
が

な
く
な
り
、
施
設
を
幅
広
い
目
的
で
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
色
あ
る
地

域
活
動
が
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
た

ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
に
は
ど
の
よ
う
な

課
題
が
あ
る
の
か
を
把
握
し
、
解
決
し
て

い
く
た
め
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
な
ど
が

期
待
さ
れ
ま
す
。
地
区
セ
ン
タ
ー
へ
の
移

行
は
地
域
の
皆
さ
ん
の
た
め
の
施
設
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と

で
あ
り
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
気
軽
に
利
用

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
施
設
と
し
て
い

き
ま
す
。

　

地
区
セ
ン
タ
ー
へ
移
行
後
も
各
種
講
座

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、サ
ー
ク
ル
活
動

な
ど
こ
れ
ま
で
公
民
館
で
行
っ
て
き
た
社

会
教
育
・
生
涯
学
習
に
関
す
る
活
動
は
継

続
し
て
い
き
ま
す
。な
お
、連
絡
所
で
現
在

行
っ
て
い
る
住
民
票
の
発
行
や
住
民
と
の

連
絡
調
整
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て
も
、変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　平成 30 年４月１日以降に行われる使用申請から、以下のように変わります。詳しくはお問い合わせください。

 使用の幅が広がります
　次のような営利を目的とした活動や政治活動などで施設を使うことができます。

 ・サークル活動などで制作した作品を展示販売する

 ・企業や個人事業主が商品販売会、展示会、社員研修、採用面接を行う

 ・政党や政治団体が活動報告会、講演会、集会を開く　など

 定期の休館日が廃止されます
　現在休館日となっている毎月第１月曜日も開館します（施設の維持管理などで、臨時休館する場合があります）

 使用申請の受付期間が変わります
　「使用する日の２カ月前～２日前」から「使用する日の３カ月前～当日」へ受付期間が拡大します（日曜・祝日・

年末年始・窓口受付時間外は今までどおり使用申請の受け付けは行いません）。

 使用料が変わります
　これまで施設使用料とは別に設定されていた冷暖房費を施設使用料に含めます。

　また営利目的や千円を超える入場料を徴収した場合は、一般使用の２倍の料金となります。

定期使用団体の登録について
　市および各地区センターが定める要件を全て満たす団体は、定期使用団体として登録でき、使用する日の４カ

月前から申請を行うことができます。登録を受けるには、事前に各地区センターへ届け出が必要です。

地区センターへ変わります

ここが変わる！ 施設の貸し出しに関する変更点 地域で行われたイベントの様子

施設の貸し出し

の変更点などを

次のページで紹

介します。

渡邉寛治さん（社会教育委員）

　地区センターへの移行に携わり、一番大切にし

てきたことは、どうしたら住民たちが暮らしやす

くなるのか、施設が使いやすくなるのかというこ

とです。

　地区センターは、営利目的の使用が可能になり、

活用の幅が大きく広がります。現在の公民館まつ

りのようなイベントに地元の企業が出店するなど、

地域の人や団体、会社なども一緒に盛り上がりな

がら、地域のさまざまな課題を解決していく、住

民のための、住民による拠点になってほしいと思

います。また、子どもから大人まで多くの人が気

軽に訪れ、おやつを食べたりコーヒーを飲んだり

しながらくつろぐことができる憩いの場にもなっ

てほしいと思います。 　市民の皆さんに身近な公共施設、公民館。その公民館が平成 30 年４月から地区センターへ変わ

ります。どのような施設になっていくのか紹介します。 問合先　地域振興課

広報かに  2017.12　23　広報かに  2017.12


